
兵庫県内での無人航空機による
事故報告及び安全対策について

令和８年３月２日

兵庫県農林水産部農業改良課
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１ データで見る無人航空機農薬散布状況

２ 近年起こった事故トラブル

３ お知らせ

無人航空機防除事故防止と農薬適正使用を目指して
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全国的に無人航空機防除の作物割合は「水稲」が多数を占める

水稲

 86.0%

麦

7.1%

大豆

 5.9%

その他 1.0%

農林水産省HP「無人航空機による農薬等の空中散布に関する情報」
（https://www.maff.go.jp/j/syouan/syokubo/gaicyu/g_kouku_zigyo/muzinkoukuuki.html）

R6年度作物別の散布状況（全国765,914haの内訳）
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兵庫県では毎年1万ha以上の無人航空機防除が実施されている

令和２年～令和７年度兵庫県農薬散布実施状況
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水稲

92.2%

麦

6.1%

大豆、その他

1.7%

令和７年度兵庫県作物別農薬散布状況（兵庫県11,923haの内訳）

兵庫県は無人航空機防除の「水稲」の割合が高い
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無人航空機防除は播磨地域で多く実施されている

令和７年度兵庫県地域別農薬散布状況（兵庫県11,923haの内訳）
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兵庫県では「８月」に無人航空機防除が多く実施される

令和７年度兵庫県月別農薬散布状況（兵庫県11,923haの内訳）令
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兵庫県では７～８月にウンカ類、カメムシ類防除が多く実施される

令和７年度兵庫県農薬散布時期別の対象病害虫（兵庫県11,923haの内訳）
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人身事故

9%（１件）

物損事故（架線等に接触）

73%（８件）

農薬事故（農薬飛散）

18%（２件）

報告のあった兵庫県内の無人航空機による事故11件の内訳（R２～R7）（農林水産省調べ）

兵庫県では架線等に接触する物損事故が多発
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報告のあった兵庫県での無人航空機による事故11件の原因（農林水産省調べ）

事前の確認不足による障害物の見落とし

38%

オペレーターとナビゲーターの連携不足（情報共有不

足、不適切な配置、指示の遅れ等）

31%

オペレーターの操作ミス、目測誤り

15%

飛行の高度、方向等が不適切（飛行高度が高

い・低い、架線等障害物に向けた飛行等）

8%

その他（通信機器の故障等）

8%

事故の半数は事前のシュミレーションによって防げた可能性が高い
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ほ場に隣接する樹木に接触し墜落した事例

＜原因＞
・オペレーターとナビゲーターの連携不足
・飛行経路の事前確認不足
・樹木の見落とし
・旋回時の安全確認
・飛行高度が不適切

事前のシュミレーションの徹底を！令
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＜原因＞
・ほ場間の移動において、無人航空機を地上

で運搬しなかった
・オペレーターとナビゲーターの連携不足
・飛行経路の事前確認不足
・架線の見落とし

架線に接触し、機体が墜落した事例

事前のシュミレーションの徹底を！
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農薬散布時は５つの注意事項を改めて確認しましょう

①操縦者と補助者の連携強化

②事前確認の徹底（危険箇所の共有）

③機体性能を理解し、適切に飛行させる

④適切な飛行方法での飛行

⑤農薬飛散の防止

※無人航空機による農薬の空中散布における安全対策について(農林水産省） 
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事前周知しなかったために生じたトラブル事例①

散布者
農業法人

散布方法
ドローンによる農薬散布

状況
居住地近くの圃場で事前周知なしの農薬散布がたびたび行われており、

いつ農薬散布が行われるか分からず、住居窓の開閉、洗濯物の取り出し
を容易に行える状況でなく、日常生活に支障をきたしていた。是正依頼
を口頭で行っているが、改善されないことから市と県に相談あり。

対応
「農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令」に基づき指導を

実施。

地域住民等とのトラブルを回避するためにも散布前に必ず十分な時間的余裕
を持って周知しましょう
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農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令 第６条（抜粋）
「住宅の用に供する土地及びこれに近接する土地において農薬を
使用するときは、農薬が飛散することを防止するために必要な措
置を講じるよう務めなければならない」

無人航空機防除業者に関わる法令

農薬取締法 第25条（要約）
適用作物以外に使用しないこと、使用量又は使用濃度並びに使用
時期を守ること、総使用回数を超えて使用しないこと

農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令 第９条（抜粋）
次に掲げる事項を帳簿に記載するよう努めなければならない。
農薬を使用した年月日、場所、農作物等、農薬の種類又は名称、
単位面積当たりの使用量又は希釈倍数
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事前周知しなかったために生じたトラブル事例②

状況
養蜂家の飼育しているミツバチが巣箱前で大量死していた。検査を実

施したところ、農薬が原因である可能性が高いことが判明。

対応
養蜂家から県農林事務所に報告があったことから「蜜蜂被害事例調査

実施要領」に基づき現地調査を実施。 
「農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令」に基づき農薬適正
使用を周知。

養蜂家とのトラブルを回避するためにも散布前に必ず十分な時間的余裕を持っ
て周知しましょう。また、無風又は風が弱い天候の日や時間帯の選択、使用農
薬の種類の変更、飛散が少ない剤型の農薬の選択することも効果的です。
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第２ 農薬の空中散布の実施

２ 農薬の空中散布の実施に関する情報提供

実施主体は、危被害防止対策として、養蜂家、有機農業に取り組む農家等

に対し、農薬を散布しようとする日時、農薬使用の目的、使用農薬の種類

及び実施主体の連絡先を十分な時間的余裕を持って情報提供し、必要に応

じて日時を調整する。 

無人ヘリコプターによる農薬の空中散布に係る安全ガイドライン及び
無人マルチローターによる農薬の空中散布に係る安全ガイドライン抜粋

３ 実施時に留意する事項 

（８）蜂、蚕、魚介類の養殖場等が近い場合など、農薬の飛散により危被

害を与える可能性が高い場合には、状況に応じて、無風又は風が弱い天候

の日や時間帯の選択、使用農薬の種類の変更、飛散が少ない剤型の農薬の

選択等の対応を検討するなど、農薬が飛散しないよう細心の注意を払う。 
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散布者
民間事業者

散布方法
敷地内の雑草防除を実施

状況
当該敷地が住宅地周辺であったことから農薬散布を散布した際に、化

学物質過敏症の住人の症状が悪化したことが、国、県および市に報告。

対応
県と市が「農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令」に基づ

き指導を実施。

事前周知しなかったために生じたトラブル事例③

健康被害に関するトラブルを回避するためにも散布前に必ず十分な時間的余裕
を持って周知しましょう
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４項目を事前周知することでトラブルを回避

事前に養蜂家・周辺住民へ以下の４点について十分な時間的余
裕をもって幅広く周知する

①農薬使用の目的 ②散布日時

③使用農薬の種類 ④実施主体の連絡先

※ 特に学校、保育所、病院、公園、住宅地

 付近での農薬使用時は散布時間の配慮等も

個別訪問、ポスティング・チラシ配布、立て看板の設置、

行政広報の活用
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無人ヘリ・ドローンの農薬散布は計画と実績を報告しましょう

兵庫県ホームページ「無人航空機による農薬等の空中散布に際しての手続き等について」
（https://web.pref.hyogo.lg.jp/nk09/mujinkokuki.html）

提出された空中散布計画書は、危害防止・安全性の確保の観点から、周辺の居住者や養蜂家等への情報提供を
補完するため、ホームページに実施時期、場所等の掲載、養蜂振興会等への情報提供を行っています。
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農薬散布計画の具体例
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記入時の注意点
防除対象の病害虫名を
具体的に記入

○ いもち病
紋枯病
ウンカ類
赤かび病

× 病害虫防除
農薬散布

複数の地域をまとめて記入する場合
実施日数を10日以内に
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実績報告書 →本年度分は3/13（金）までに
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記入時の注意点

抜けが多いため、
オペレーターの氏名、
技能認定証の番号、
機体登録の番号を
忘れず記入
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農薬散布事故(墜落し農薬が流出した等)

・事故発生後直ちに第1報

(事故の概要、初動対応等）

・事故発生から1カ月以内に、

最終報告を農業改良課へ提出する

 (事故の詳細、原因、被害状況、再発防止策)

※無人航空機の事故等の報告は、国土交通省に

も報告が必要です。

農薬流出事故が発生した場合は県に報告が必要
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兵庫県は病害虫発生予報をしています（病害虫発生予察情報）
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兵庫県は病害虫発生予報をしています（病害虫発生予察注意報）
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兵庫県は病害虫発生予報をしています（病害虫発生予察特殊報）

兵庫県病害虫防除所ホームページ
https://bojo.hyogo-nourinsuisangc.jp/

兵庫県防除所X（旧Twitter）
https://x.com/hyogo_boujosho令

和
７年

度
無
人
航
空
機
に
よ
る
農
薬
散
布
安
全
対
策
研
修
会
資
料



まとめ

１ 農薬散布にかかる安全対策

  「作業前のシュミレーションと周知の徹底！」

２ 農薬散布計画の提出

「養蜂家および周辺住民への事前周知の徹底を！」

（県への計画提出制度を活用してください）
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